
別紙A

○作業対象；特例貸付免除申請後の確認業務
○対象資金：緊急小口資金 、総合支援資金(初回貸付、延長貸付、再貸付)

※宛名不明の場合

※貸付申請当時も現在もともに借受人は世帯主ではない場合は
　借受人および世帯主の住民税非課税証明書が必要

処
理

ドキュメント名 業務名 作成日

借受人 県社協または委託業者

作成者
生活福祉資金特例貸付 償還免除業務 業務フロー 償還免除申請後の確認業務 2025/01/10 富山県社協

（希望者のみ）

Ⓐ特例貸付免除

申請書 Ⓑ世帯全員の住民票

（世帯主記載有） Ⓒ借受人の課税証明

書（非課税）
Ⓓ世帯主の課税証明書

（非課税）

借受人≠世帯主

借受人記入後返送

宛名不明返送

Ⓐ特例貸付免除申請書（免

除のご案内）の送付

借受人＝世帯主

ⒶⒷⒸで確認

借受人≠世帯主

ⒶⒷⒸⒹで確認

申請書類の受付処理

受領確認、書類確認・不備確認

確認事項あり 確認事項なし

非課税

Ⓐの課税欄にチェッ

クせず、免除対象

ファイルへ保存

免除対象の借受人一

覧作成

決裁後、業務システ

ムに免除対象の借受

人としてデータ取込

償還免除承認通知の

発行・送付

別住所登録有の場合は

再送付

借受人に電話連絡し

申請書を再送付

借受人に電話または郵送

で連絡し確認事項を解決

する

不備書類の再送付



別紙B

○作業対象；償還業務 払込取扱票による償還業務フロー
○対象資金：緊急小口資金 、総合支援資金(初回貸付、延長貸付、再貸付)

※宛名不明の場合

※払込票の記号
コロナ特例小口→■
コロナ特例総合→▲
上記以外は記号表示なし

※払込取扱票を資金種類ごとに区分

処
理

ドキュメント名 業務名 作成日

借受人 県社協または委託業者

作成者
生活福祉資金特例貸付 償還業務 払込取扱票による償還業務フロー 払込取扱票による償還業務 2025/01/10 富山県社協

借受人が払込み

宛名不明返送

払込取扱票の送付

払込取扱票の受付処理

書類確認・内容確認

確認事項あり 確認事項なし

別住所登録有の場合は

再送付

借受人に電話連絡し新

住所を確認のうえ、払

込取扱票の再送付

借受人に電話連絡し

確認事項を解決する

不備書類の再送付

業務システムに償還金

データ取込



別紙C

○作業対象；特例貸付償還業務の振替口座登録業務
○対象資金：緊急小口資金 、総合支援資金(初回貸付、延長貸付、再貸付)

★貸付コードの記載タイミング①（県社協に記入して送付）

★貸付コードの記載タイミング②（借受人が振替を行う貸付コードを記入して送付）

※宛名不明の場合

★貸付コードの記載タイミング③（県社協に記入して送付）

◇口座振替による償還業務フロー

県社協または委託業者 金融機関借受人

処
理

ドキュメント名 業務名 作成日 作成者
生活福祉資金特例貸付 償還業務 償還金振替口座の登録業務フロー 償還金振替口座の登録業務 2025/01/10 富山県社協

借受人が記入後

返送

宛名不明返送

口座振替依頼書

の送付

依頼書の受付処理

書類確認・内容確認

確認事項あり 確認事項なし

別住所登録有の場合は

再送付

借受人に電話連絡し

新住所を確認のうえ、

借受人に電話または

郵送で連絡し確認事

項を解決する

不備書類等または新

規依頼書の再送付
業務システムに口座登

録データ取込

金融機関

による確認

不備あり 不備なし

業務システムから口座

引落依頼データ作成

金融機関にデータ送付
金融機関

による口座振替

口座引落結果データを

業務システムに取込み

口座振替結果の確認

振替不能 振替済み

借受人に振替不能分

の払込取扱票を送付


